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５ 特定求職者雇用開発助成金 

(7) 成長分野人材確保・育成コース 

雇用保険法（昭和49年法律第116号。以下「雇保法」という。）第62条第１項第３号及び第６号並びに雇

用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号。以下「雇保則」という。）第109条及び第110条及び附則第

15条の５の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金のうち成長分野人材確保・育成コース助成金（以下「成

長コース」という。）の支給については、「第１ 共通要領」に定めるもののほか、この要領の定めると

ころによるものとする。 

 

0100 趣旨 

0101 趣旨 

 

0200 支給要件 

0201 支給対象事業主 

0202 対象労働者 

0203 支給対象期 

0204 助成対象期間 

0205 不支給要件 

 

0300 支給額 

0301 支給額の算定方法 

0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終

了する場合 

0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分

等が変更された場合 

 

0400 雇入登録 

 0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対

象労働者の雇入登録 

 0401a 対象労働者の雇入登録 

 0402a  対象労働者であることの確認 

 0403a 就職促進手当等の対象者であるか否か

等の確認 

 0404a 計画書の提出 

 0405a 計画書の受理 

  0406a 管轄労働局への通知 

 0407a 計画書の審査 

 

0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象 

労働者の雇入登録 

0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点 

0402b 対象労働者の雇入登録 

0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者

であることの確認 

0404b 計画書の提出 

 0405b 紹介地管轄労働局における計画書の受

理 

0406b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への 

通知 

 0407b 管轄労働局における計画書の審査 

 

0400c 有料・無料職業紹介事業者等の紹介によ

り雇い入れられた対象労働者の雇入登録 

0401c 概要 

0402c 対象労働者の範囲 

0403c 雇入登録届の提出 

0404c 対象労働者が紹介により雇い入れられ

たこと等の確認 

0405c 計画書の提出 

 0406c 紹介地管轄労働局における計画書の受

理 

0407c 雇入登録及び管轄労働局への通知 

0408c 管轄労働局における計画書の審査 

 

0500 制度周知文・非該当案内の送付 

0501 概要 

0502 支給対象事業主の把握 

0503 支給対象事業主であるか否か及び支給要

件の確認 

0504 制度周知文・非該当案内の送付及び支給

申請書の交付 

0505 支給申請期間及び支給申請手続の案内 

0506 制度周知文及び非該当案内送付事業所の 
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把握等 

0507 第２期、第３期、第４期、第５期又は第

６期の支給申請期間の周知 

 

0600 支給申請 

0601 支給申請書の提出 

0602 添付書類等 

 

0700 支給要件の確認 

0701 概要 

0702 対象事業主に該当することの確認 

0703 不支給要件に該当しないことの確認 

0704 支給額の算定に係る事項等の確認 

0705 システムへの入力 

 

0800 支給決定 

0801 概要 

0802 支給額の算定 

 0803 支給決定に係る事務処理 

 

0900 雑則 

0901 財源区分 

 

1000 委任 

1001 安定所長への業務の委任 

 

1100 附則 

 1101 施行期日 

 1102 経過措置 
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0100 趣旨 

0101 趣旨 

高年齢者、障害者、就職氷河期世代などの就職が特に困難な者の雇用機会の増大及びこれらの者の

成長分野への労働移動の円滑化を図るため、これらの者を公共職業安定所（以下「安定所」とい

う。）若しくは地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸

支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。（以下「運輸局」という。））又は

特定地方公共団体若しくは有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者（以下「有料

・無料職業紹介事業者等」という。）の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材

育成や職場定着に取り組む事業主に対する助成を行う。 
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0200 支給要件 

0201 支給対象事業主 

成長コースは、いずれかの特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース（以下「特困コース」

という。）、生涯現役コース（以下「生現コース」という。）、被災者雇用開発コース（以下「被開

コース」という。）、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース（以下「発難コース」という。）、

就職氷河期世代安定雇用実現コース（以下「氷河期コース」という。）、生活保護受給者等雇用開発

コース（以下「生開コース」という。））（第２ 各助成金別要領の５ 特定求職者雇用開発助成金

の(1)～(6)の各コースをいう。以下、「特開金基本６コース」と総称する。）支給要領「0201 支給

対象事業主」に該当する事業主のうち、次のイからハまでのいずれにも該当する事業主（以下「支給

対象事業主」という。）に対して支給するものとする。 

イ 0202に該当する対象労働者を、以下のいずれかに該当する業務（以下「成長分野等の業務」とい

う。）に従事させる事業主であること。 

 (ｲ) デジタル、DX化関係業務 

 (ﾛ) グリーン、カーボンニュートラル化関係業務 

(ﾊ) 上記以外の民間から提案のあった成長分野関係業務 

  ロ 対象労働者について、以下のいずれかに該当する雇用管理改善又は職業能力開発に係る取組を実

施する事業主であること。 

   (ｲ) 雇用管理改善 

     a 諸手当制度 

     b 研修制度 

     c 健康づくり制度 

     d メンター制度 

     e 短時間正社員制度 

     f 人事評価制度 

     g 賃金表の作成 

     h テレワーク環境の整備 

     i その他雇用管理改善に資する制度 

   (ﾛ) 職業能力開発 

     a 事業主による職業訓練の実施 

     b 他社が実施する教育訓練の受講機会の提供 

     c 職業能力検定の受検機会の提供 

     d 実習併用職業訓練の実施 

     e キャリアコンサルティング機会の提供 

     f 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇の付与 

     g 事業内職業能力開発計画の作成 

     h 事業内職業能力開発推進者の設置 

     i 熟練技能等の習得の促進 

     j その他職業能力開発に資する取組の実施 

  ハ 対象労働者を紹介した安定所を管轄する都道府県労働局（以下「紹介地管轄労働局」という。運

輸局の紹介により雇い入れられた対象労働者の場合は当該対象労働者を紹介した運輸局と管轄する
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地域を同じくする紹介地管轄労働局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業所等

（「雇用安定事業の実施等について」別添２「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」（平

成25年５月16日付け職発0516第19号、能発0516第４号、雇児発0516第９号。以下「雇用関係給付金

の取扱いに係る同意書について」という。）参照）により雇い入れられた対象労働者の場合は当該

有料・無料職業紹介事業者等の事業所の所在地を管轄する紹介地管轄労働局をいう。以下同じ。）

の長に対し、雇入れ日から起算して１か月以内（対象労働者がトライアル雇用労働者である場合（特

困コース支給要領0201イなお書きに該当する場合又は発難コース支給要領0201イなお書きに該当す

る場合。以下同じ。）は継続雇用に移行した日（以下「継続雇用移行日」という。）から起算して

１か月以内。以下同じ。）に対象労働者に係る「特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・

育成コース）実施計画書（様式第13号成）」（以下「計画書」という。）を提出した事業主のうち、

対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局（以下「管轄労働局」という。）

の長から計画書に係る不認定を受けていない、かつ、管轄労働局の長に対し、対象労働者に従事さ

せた成長分野等の業務の内容及び対象労働者に係る雇用管理改善又は職業能力開発の取組内容に関

する「特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）実施結果報告書（様式第15号

成）」（以下「報告書」という。）を支給申請時に提出する事業主であること。 

 

0202 対象労働者 

   特開金基本６コースのいずれかの支給要領「0202 対象労働者」に該当する者。 

 

0203 支給対象期 

成長コースの支給の対象となる対象労働者の雇入れに係る日（賃金締切日が定められている場合は

雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇い入れた場合は雇入れ日の翌日、賃金

締切日の翌日に雇い入れた場合は雇入れ日。以下「起算日」という。）から起算した最初の６か月を

支給対象期の第１期と以後６か月ごとに第２期、第３期、第４期、第５期、第６期という。 

 

0204 助成対象期間 

イ 原則 

成長コースの助成の対象になる期間は、（表-１）に掲げる(ｲ)から(ﾄ)の対象労働者の区分及び

企業規模に応じて定める期間とする。 

なお、対象労働者の区分は、雇入れ日時点の対象労働者の状態及び労働条件により判断すること

とし、支給対象期間の途中でこれらに変更が生じた場合でも、雇入れ日時点において判断した対象

労働者の区分での助成対象期間及び支給額を上限として支給する。 

また、対象労働者がトライアル雇用労働者である場合は、対象労働者の区分のうち、短時間労

働者又は短時間労働者以外の者であるかの判断に限っては、継続雇用移行日時点の労働条件により

判断することとし、トライアル雇用を実施する期間を含む支給対象期については、助成対象とはし

ない。 
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（表-１） 

対象労働者の区分 企業規模 助成対象期間 

短
時
間
労
働
者
以
外
の
者 

(ｲ)特困コースの対象労働者の

うち(ﾊ)(ﾆ)以外の者、被開コ

ースの対象労働者、氷河期コ

ースの対象労働者、生開コー

スの対象労働者 

 起算日から１年間 

(ﾛ)生現コースの対象労働者  起算日から１年間 

(ﾊ) 特困コースの対象労働者の

うち(ﾆ)以外の身体障害者及

び知的障害者、発難コース

の対象労働者 

①中小企業事業主以外の事業主 起算日から１年間 

②中小企業事業主 起算日から２年間 

(ﾆ) 特困コースの対象労働者の

うち重度障害者等 

①中小企業事業主以外の事業主 起算日から１年６か月間 

②中小企業事業主 起算日から３年間 

短
時
間
労
働
者 

(ﾎ) 特困コースの対象労働者の

うち(ﾄ)以外の者、被開コー

スの対象労働者、生開コース

の対象労働者 

 起算日から１年間 

(ﾍ) 生現コースの対象労働者  起算日から１年間 

(ﾄ) 特困コースの対象労働者の

うち身体障害者・知的障害

者・精神障害者、発難コー

スの対象労働者 

①中小企業事業主以外の事業主 起算日から１年間 

②中小企業事業主 起算日から２年間 

※ 「短時間労働者」とは、雇保則第110条第３項に規定する、１週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用

される通常の労働者の１週間の所定労働時間と比し短く、かつ20時間以上であって雇保法第38条第１項第２号

の厚生労働大臣の定める時間数未満（30時間未満）である者をいう。以下同じ。 

 

ロ 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合 

(ｲ) 次のａからdまでのいずれかの理由により、支給対象期の途中で事業主が対象労働者を雇用し

なくなった場合は、当該事業主が雇用しなくなった日（その前日を、以下「離職日」という。）

の属する月の前月までの期間が助成対象期間となる。（なお、ここでいう「月」とは、0301ハに

おける「支給対象期を構成する月」を指す。） 

a 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 

b 対象労働者の死亡（事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。） 

c 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 

d 離職理由がＡ型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行（Ａ型事業所において、Ａ

型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、Ａ型事業所を離職した日の翌日

から１か月以内に、Ａ型事業所以外の事業主（当該Ａ型事業所と資本的・経済的・組織的関連

性等から見て密接な関係にある事業主を除く）に一般被保険者として雇用されること。）であ

る場合（対象労働者が特困コース又は生開コースに係る者に限る。） 
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(ﾛ) (ｲ）のａからdまで以外の理由により支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合

は、当該支給対象期の成長コースを支給しない。 

また、対象労働者が特困コースに係る者で、かつ、(ｲ）のａから dまで並びに以下のａ及びｂ

以外の理由により当該支給対象期に係る支給決定までに対象労働者を雇用しなくなった場合も、

当該支給対象期の成長コースを支給しない。 

a 対象労働者の都合による退職 

b 雇用契約期間が２年以上（ただし0204イ(ﾆ)の者にあっては３年以上）継続した場合で、契約

期間の満了による離職（当該離職日において、対象労働者の年齢が65歳以上に達している場合

に限る。） 

 

0205 不支給要件 

0201の支給対象事業主からの支給申請であっても、対象労働者種別が同一の特開金基本６コースの

各支給要領「0205 不支給要件」のいずれかの要件に該当する場合には、当該対象労働者に関して成

長コースを支給しない。 
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0300 支給額 

0301 支給額の算定方法 

イ 概要 

成長コースの支給額は、助成対象期間において対象労働者が行った労働に対する賃金（臨時に支

払われる賃金及び３か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。）の一部に相当す

る額として、対象労働者の区分毎にロに定める額とし、支給対象期ごとに支給する。 

ただし、天災等やむを得ない理由がある場合を除き、各々の支給対象期において［算出式１（支

給対象期の平均実労働時間の算出）］により算出した支給対象期を平均した１週間当たりの実労働

時間(※)（以下「平均実労働時間」という。）が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準

（短時間労働者以外の者の週所定労働時間の最低基準である30時間の８割の時間をいう。以下同じ。）

又は短時間労働者の実労働時間の最低基準（短時間労働者の週所定労働時間の最低基準である20時

間の８割の時間をいう。以下同じ。）に満たない場合はハにより取り扱うものとし、事業主が対象

労働者について最低賃金法（昭和34年法律第137号。以下同じ。）第７条の許可を受けている場合に

はニにより取り扱う。 

なお、対象労働者が氷河期コースに係る者である場合を除き、短時間労働者以外の者であって、

実労働時間の最低基準を満たしている場合であっても、実労働時間が30時間未満であって、［算出

式２（支給対象期の平均賃金額の算出）］により算出した支給対象期を平均した一週間当たりの賃

金額（以下「平均賃金額」という。）が、最低賃金法第４条の最低賃金額（支給対象期の途中で最低

賃金額の変更があった場合は、変更後の最低賃金額）に短時間労働者以外の者の週所定労働時間の

最低基準である30時間を乗じて得た額（以下「賃金額の最低基準」という。）を下回る場合には、ハ

の算定方法に準じて支給額の算定を行う。 

また、以下のいずれの方法により支給額を算出する場合であっても、当該支給額が、各々の支給

対象期（0302又は0303イ若しくはロに該当する場合は当該支給対象となる期間）における労働に対

する賃金の総額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額として支給する。 

 

  (※) 「実労働時間」とは、対象労働者が実際に労働した時間をいい、所定内労働時間はもとより、時間外労働や休日

労働などの所定外労働時間も全て含む。なお、年次有給休暇を取得した日は、所定労働日において所定労働時間

分の労働を行ったものとして取り扱うこととして実労働時間に含めるものとする。以下同じ。 

 

 ［算出式１（支給対象期の平均実労働時間の算出）］ 

 
 

 

 

 

 ［算出式２（支給対象期の平均賃金額の算出）］ 

 
 

 

 

ロ 原則 

成長コースの支給額は、0204イの（表-１）に掲げる対象労働者の区分に応じて、それぞれ（ｲ）

から（ﾄ）に定める額を（表-２）のとおり支給する。 

× 
支給対象期を平均した 

１週間当たりの実労働時間 

支給対象期における 

対象労働者の実労働時間 

７日 

支給対象期の暦日数 
＝ 

× 
支給対象期を平均した 

１週間当たりの賃金額 

支給対象期における 

対象労働者の賃金額 

７日 

支給対象期の暦日数 
＝ 
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また、トライアル雇用を実施する期間を含む支給対象期については、助成対象としない。 

（表-２） 

対象労働者の 
区分 

企業規模 
第1期 
支給額 

第2期 
支給額 

第3期 
支給額 

第4期 
支給額 

第5期 
支給額 

第6期 
支給額 

支給 
総額 

支給 
回数 

短
時
間
労
働
者
以
外
の
者 

（表-１） 
の(ｲ) 

①中小企業事業主以外の事業

主 

37.5万

円 

37.5万

円 
    75万円 ２回 

②中小企業事業主 45万円 45万円     90万円 ２回 

（表-１） 
の(ﾛ) 

①中小企業事業主以外の事業

主 
45万円 45万円     90万円 ２回 

②中小企業事業主 
52.5万

円 

52.5万

円 
    

105万

円 
２回 

（表-１） 
の(ﾊ) 

①中小企業事業主以外の事業

主 

37.5万

円 

37.5万

円 
    75万円 ２回 

②中小企業事業主 45万円 45万円 45万円 45万円   180万円 ４回 

（表-１） 
の(ﾆ) 

①中小企業事業主以外の事業

主 
50万円 50万円 50万円    150万円 ３回 

②中小企業事業主 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 360万円 ６回 

短
時
間
労
働
者 

（表-１） 
の(ﾎ) 

①中小企業事業主以外の事業

主 

22.5万

円 

22.5万

円 
    45万円 ２回 

②中小企業事業主 30万円 30万円     60万円 ２回 

（表-１） 
の(ﾍ) 

①中小企業事業主以外の事業

主 
30万円 30万円     60万円 ２回 

②中小企業事業主 
37.5万

円 

37.5万

円 
    75万円 ２回 

（表-1）
の(ﾄ) 

①中小企業事業主以外の事業

主 

22.5万

円 

22.5万

円 
    45万円 ２回 

②中小企業事業主 30万円 30万円 30万円 30万円   
120万

円 
４回 

 

ハ 対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合 

(ｲ) 短時間労働者以外の者の支給額の算定 

   短時間労働者以外の者について、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最

低基準を満たしていない場合には、［算出式３（支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算

出）］により、支給対象期を構成する月（支給対象期の初日から１か月単位で区切った月をいう。

以下同じ。）毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労働時間が短時間

労働者以外の者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者以外の者の区分

の支給額を適用の上、［算出式４（支給額の算定）］により当該月の支給額を算定する。 

さらに、上記の算定対象となった月以外の月であって、平均実労働時間が短時間労働者の実労

働時間の最低基準以上となる月がある場合には、短時間労働者の区分の支給額を適用の上、［算

出式４（支給額の算定）］により当該月の支給額を算定し、短時間労働者以外の者の区分により

算定した月毎の支給額と合算して支給対象期における支給額を算定する。 
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［算出式３（支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出）］ 

 

 

 

 

(※) 月の実労働時間に１時間未満の端数が生じる場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を１時間に切り

上げるものとする。 

 

［算出式４（支給額の算定）］ 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 短時間労働者の支給額の算定 

 短時間労働者について、平均実労働時間が、短時間労働者の実労働時間の最低基準を満たして

いない場合には、［算出式３（支給対象期を構成する月における平均実労働時間の算出）］によ

り、支給対象期を構成する月毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労

働時間が短時間労働者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者の区分の

支給額を適用の上、［算出式４（支給額の算定）］により当該月の支給額を算定し、支給対象期

における支給額を算定する。 

なお、上記の過程において、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基

準以上となる月があっても、当該月の支給額の算定は短時間労働者の額を適用して計算するもの

とする。 

ただし、各々の支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金（0303イの規定に基づき支

給額を算定することとなった場合においては、各々の支給対象期において短時間労働者の区分に

変更された以降（「支給対象期を構成する月」の途中で変更された場合は当該月を除く。）の対

象労働者の労働に対する賃金）が、（表-２）に定める対象労働者の区分に対応する中小企業事業

主への支給額（0303イの規定に基づき支給額を算定することとなった場合においては、当該支給

額に短時間労働者として計算することとなる月数（「支給対象期を構成する月」の途中で変更さ

れた場合は当該月を除く。）を６で除した数を乗じた額）を下回っている場合は、当該支給対象

期に係る助成金（0303イの規定に基づき支給額を算定することとなった場合においては、短時間

労働者として計算することとなる期間（「支給対象期を構成する月」の途中で変更された場合は

当該期間を除く。）に限る。）を支給しない。 

 

ニ 対象労働者が最低賃金の減額の特例に係る者である場合 

対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金法第７条の最低賃金の減

額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金に対象

労働者の区分ごとに定める助成率（表-３）を乗じることにより得た額を支給額とする。ただし、

当該支給額がロにより算定した支給額を超える場合は、当該ロにより算定した支給額を支給額と

する（対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合又は

× 

支給対象期を構成する月を

平均した１週間当たりの 

実労働時間 

支給対象期を構成する 

月における対象労働者の 

実労働時間（※） 

７日 

支給対象期を構成する 

月の暦日数 

＝ 

× 

支給額 

 

0301ロに定める対象労働者の 

区分毎の支給額 

平均実労働時間が対象労働者の区分毎の

実労働時間の最低基準以上となる月数 

６月 

＝ 
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0302の(ｲ)から(ﾆ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場

合は、ロをハと読み替えるものとする）。 

（表-３）  

対象労働者 ①中小企業事業主以外の事業主 ②中小企業事業主 

（表-１）の(ﾆ)以外の者 ３／８ １／２ 

（表-１）の(ﾆ)の者 １／２ ３／４ 

 

0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合 

次の(ｲ)から(ﾆ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場

合（0204ロ(ｲ)に該当する場合）は、対象労働者を雇用しなくなった日の属する月の前月までを支

給対象として、短時間労働者以外の者については0301ハ(ｲ)により、短時間労働者については0301

ハ(ﾛ)により、事業主が対象労働者について最低賃金法第７条の許可を受けている場合は当該終

了時までに対象労働者に対して支払った労働に対する賃金を基に0301ニにより、それぞれ支給額

を算定する。 

(ｲ) 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 

(ﾛ) 対象労働者の死亡（事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。） 

(ﾊ) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 

(ﾆ) 0204ロ(ｲ)dに該当する退職の場合 

ただし、支給対象期が第１期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算し

て１か月以内に含まれる場合には、当該支給対象期について成長コースを支給しない。 

 

0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分等が変更された場合 

  イ 原則 

支給対象期の途中で対象労働者の区分が「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に変更

された場合には、0301ハの算定方法に準じて支給額を算定する。ただし、対象労働者が氷河期コー

スに係る者の場合はハによる。 

なお、「支給対象期を構成する月」の途中で「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に

区分変更が行われた場合には、当該月については「短時間労働者」の区分に対応した0301ロの支給

額を６で除した額を適用するものとする。 

ロ 支給対象期の途中で対象労働者が一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった場合 

一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日の前日までの期間が属する月までを支給対象

として、0301ハの算定方法に準じて支給額の算定を行う。 

  ハ 対象労働者が氷河期コースに係る者である場合で、支給対象期の途中で対象労働者が正規雇用労

働者でなくなった場合 

正規雇用労働者でなくなった日の前日までの期間が属する月までを支給対象として、0301ハの算

定方法に準じて支給額の算定を行う。 

ニ 支給対象期の途中で対象労働者が最低賃金の減額の特例の許可を受けた場合又は最低賃金の減額

の特例に係る者でなくなった場合 

支給対象期の途中で最低賃金の減額特例に係る取扱いが変更された場合には、変更前及び変更後

のそれぞれの期間について、0302の算定方法に準じて、それぞれ支給額を計算し、その額を合算す
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ることにより支給額の算定を行うこととする。 

なお、「支給対象期を構成する月」の途中で、最低賃金の減額特例に係る取扱いが変更された場

合には、当該月については最低賃金の減額特例に係る0301ニの支給額を適用するものとする。 
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0400 雇入登録 

0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 

0401a 紹介地管轄労働局による対象労働者の雇入登録 

安定所の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、職業紹介部門と連携の上、その

労働者の採用事業所名、採用事業所の所在地を管轄する安定所、対象労働者としての区分、雇用年月

日等の必要事項を把握し、対象労働者種別が同一の特開金基本６コースのいずれかとして、「特定求

職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録票（様式第１号）」（以下「雇入登録票」という。）により、

紹介地管轄労働局において、雇入れ日の属する月の翌月に対象労働者の雇入登録（以下「雇入登録」

という。）を行う。 

ただし、対象労働者がトライアル雇用労働者である場合は、事業主から提出される「トライアル雇

用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書（共通様式第２号）」（以下「報告書兼支給申請書」

という。）により、当該対象労働者が継続雇用に移行したことを確認してから、雇入登録を行うこと

とし、雇入登録票の備考欄には、トライアル雇用労働者である旨及び継続雇用前のトライアル雇用期

間を記載する。 

また、対象労働者がトライアル雇用期間６か月を超える障害者トライアル雇用労働者である場合

（障害者トライアル雇用期間の延長により「障害者トライアル雇用等実施計画書（共通様式第１号）」

（以下「障トラ計画書」という。）が再提出され、当初の期間から６か月を超えることが判明した場

合を含む。）は、事業主から提出される障トラ計画書の受理をもって、速やかに雇入登録を行う。 

なお、継続雇用移行日については、事業主からの申出、労働条件通知書又は雇用契約書の内容から

確認することとし、必要に応じ、報告書兼支給申請書等と照合することにより確認する。 

 

0402a 対象労働者であることの確認 

雇入登録を行う場合には、対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認できるデータにより

対象労働者であることの確認を行う。 

その際、職業紹介等において対象労働者が成長コース又は特開金基本６コースの対象となる可能

性があることを安定所から事業所に伝えることについて、当該対象労働者の同意（対象労働者自ら

が、成長コース又は特開金基本６コースの対象となる可能性があることを事業所に告知する場合は、

その告知の有無等の回答）が得られているか、また、その確認の結果が安定所において処理されてい

るかを確認すること。 

 

0403a 職場適応訓練の対象者であるか否か等の確認 

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規

則（昭和41年労働省令第23号）第５条第１項に規定する職場適応訓練費の支給を受けている事業主

が当該支給に係る職場適応訓練の対象者を雇い入れた場合には、成長コースの支給が行われない

ものであるため、その旨を確認し、雇入登録票に記載する。 

 

0404a 計画書の提出  

    成長コースの支給を受けようとする事業主は、対象労働者の雇入れ日から起算して１か月以内（た 

だし、提出期間の末日が行政機関の休日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23 年法 

律第178 号）に規定する国民の祝日及び12 月29 日から翌年１月３日までの日。）に当たる場合に 
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は、当該行政機関の休日の翌日とする。以下同じ。）に、紹介地管轄労働局に計画書及び対象労働 

者が成長分野等の業務に従事することが確認できる書類（労働条件通知書又は雇入れ通知書の写し等

従事する業務内容等の労働条件が確認できる書類、定款又はパンフレット等事業内容を記載した書類

により確認することとするが、当該書類がない場合は疎明書により確認すること。）（以下両者を合

わせて「計画書等」という。）を提出しなければならない。 

 

0405a 計画書の受理  

   紹介地管轄労働局は、計画書等が提出された場合、計画書に受理印を付して受け付ける。 

 

0406a 管轄労働局への通知 

雇入登録を行った場合には、管轄労働局に対してシステムによりその旨通知する。また、対象労働

者の雇入れ日から起算して１か月経過後に、当該管轄労働局に対象労働者に係る計画書等、求人及び

求職に係る情報が確認できるデータ（写）並びに「特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定

雇用実現コース）対象者確認票（様式第12号氷）」（以下「対象者確認票」という。）（対象労働者

が氷河期コースに係る者である場合に限る。以下同じ。）を送付する。 

なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出す

ることにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係書類

を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より雇用保

険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働

局において行う。 

 

0407a 計画書の審査 

   管轄労働局は、紹介地管轄労働局から計画書等が送付された場合、記載漏れ等の形式的な不備がな

いことのほか、以下のイ及びロについて確認したうえで、計画書に受理印を付して受け付ける。この

場合、システム上修正することにより、成長コースとしての雇入登録を行う。 

  イ 対象労働者に従事させる業務が成長分野等の業務であること 

  ロ 対象労働者にいずれかの雇用管理改善又は職業能力開発に係る制度を適用させる計画となってい

ること 

   計画書に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて事業主に補正を求め、指定された

期限までに当該事業主が補正を行わない場合、管轄労働局長は当該事業主に対して１か月以内に補正

を行うよう書面で求める。それにもかかわらず指定された期限までに当該事業主が補正を行わない場

合、「第１ 共通要領」0301ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画書の認定を行わない。 

不備の補正がされない又は上記イ若しくはロに該当しない等として計画書を不認定とした場合、「特

定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）実施計画不認定通知書（様式第14号成）」

（以下「不認定通知書」という。）により、対象労働者の雇入れ日から起算して６か月以内に、当該

事業主に通知する。 
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0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 

0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点 

イ 運輸局は求職の申込みを受理する際に、求職者から対象労働者である旨の申告を受けた場合は、

求職者票に記入すること。 

ロ 今後、対象労働者であることを求人者に明示して職業紹介を受けることを希望するか否かを確

認し、確認した内容を求職票に記録すること。 

ハ 求職申込み時に対象労働者であることを証明する書類を所持している場合はその写しを取り、

求職票に添付し、保管しておくこと。 

ニ 求職申込み時に対象労働者であることを証明する書類を所持していない場合は、次回の職業

相談又は職業紹介時に持参するよう依頼し、その旨求職票へ記録しておくこと。 

ホ 職業相談又は職業紹介の際に対象労働者に該当することが判明した場合も同様の取扱いとす

ること。 

ヘ 求職票にロの記録がある者の職業紹介を行う際には、求人者へ制度の説明を行った上で対象

労働者であることを伝えること。なお、制度の説明に当たっては、対象労働者を雇用した場合で

も、事業主が要件を満たしていなければ支給対象事業主とならない旨を伝えること。 

ト 対象労働者であることを証明する書類は0602に定める対象労働者ごとに掲げる書類とするこ

と。 

 

0402b 紹介地管轄労働局による対象労働者の雇入登録 

運輸局の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、当該運輸局においては、その労

働者の採用事業所名、対象労働者としての区分、雇用年月日等の必要事項を雇入登録票に記入した上

で求人及び求職に係るデータ（写）並びに対象者確認票を添付し、紹介地管轄労働局に送付する。送

付先の紹介地管轄労働局においては、対象労働者種別が同一の特開金基本６コースのいずれかとし

て、雇入れ日の属する月の翌月に雇入登録を行う。（なお、運輸局は、雇入登録票及び求人及び求職

に係るデータ（写）を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して送付することができ

る。） 

なお、事業主から紹介地以外の運輸局に採用の通知があった場合は、当該運輸局から紹介を行った

運輸局へ連絡すること。 

ただし、対象労働者がトライアル雇用労働者である場合は、事業主から提出される報告書兼支給申

請書により、当該対象労働者が継続雇用に移行したことを確認してから、雇入登録を行うこととし、

雇入登録票の備考欄には、トライアル雇用労働者である旨及び継続雇用前のトライアル雇用期間を

記載する。 

また、対象労働者がトライアル雇用期間６か月を超える障害者トライアル雇用労働者である場合

（障害者トライアル雇用期間の延長により雇入登録票等が再提出され、当初の期間から６か月を超

えることが判明した場合を含む。）は、運輸局から提出される雇入登録票等の受理をもって、速やか

に雇入登録を行う。 

なお、継続雇用移行日については、事業主からの申し出、労働条件通知書又は雇用契約書の内容か

ら確認することとし、必要に応じ、報告書兼支給申請書等と照合することにより確認する。 
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0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者であることの確認 

紹介地管轄労働局において、雇入登録を行う場合には、対象労働者に係る求人及び求職に係る情報

が確認できるデータにより対象労働者であることの確認を行う。 

 

0404b 計画書の提出  

    成長コースの支給を受けようとする事業主は、対象労働者の雇入れ日から起算して１か月以内に、 

紹介地管轄労働局に計画書等を提出しなければならない。 

 

0405b 紹介地管轄労働局における計画書の受理  

   紹介地管轄労働局は、計画書等が提出された場合、計画書に受理印を付して受け付ける。 

 

0406b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への通知 

紹介地管轄労働局において雇入登録を行った場合には、管轄労働局に対してシステムによりその

旨通知する。また、対象労働者の雇入れ日から起算して１か月経過後に、当該管轄労働局に対象労働

者に係る計画書等、求人及び求職に係る情報が確認できるデータ（写）並びに対象者確認票を送付す

る。 

なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出す

ることにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係書類

を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より雇用保

険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働

局において行う。 

 

0407b 管轄労働局における計画書の審査 

   管轄労働局は、紹介地管轄労働局から計画書等が送付された場合、記載漏れ等の形式的な不備がな

いことのほか、以下のイ及びロについて確認したうえで、計画書に受理印を付して受け付ける。この

場合、システム上修正することにより、成長コースとしての雇入登録を行う。 

イ 対象労働者に従事させる業務が成長分野等の業務であること 

  ロ 対象労働者にいずれかの雇用管理改善又は職業能力開発に係る制度を適用させる計画となってい

ること 

   計画書に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて事業主に補正を求め、指定された

期限までに当該事業主が補正を行わない場合、管轄労働局長は当該事業主に対して１か月以内に補正

を行うよう書面で求める。それにもかかわらず指定された期限までに当該事業主が補正を行わない場

合、「第１ 共通要領」0301ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画書の認定を行わない。 

不備の補正がされない場合又は上記イ若しくはロに該当しない等として計画書を不認定とした場合、

不認定通知書により、対象労働者の雇入れ日から起算して６か月以内に、当該事業主に通知する。 
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0400c 有料・無料職業紹介事業者等の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 

0401c 概要 

「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」に基づく雇用関係給付金の取扱いに係る同意

書の提出を行った有料・無料職業紹介事業者等（以下「対象有料・無料職業紹介事業者等」という。）

が対象労働者について紹介を行い、当該対象労働者が雇用保険の適用事業の事業主に雇い入れられ

た場合には、紹介地管轄労働局は、当該対象有料・無料職業紹介事業者等より「特定求職者雇用開発

助成金対象労働者雇入登録届（様式第２号）」（以下「雇入登録届」という。）の提出を受けて特開

金基本６コースのいずれかとして雇入登録を行う。なお、当該対象有料・無料職業紹介事業者等は、

当該提出を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。 

 

0402c 対象労働者の範囲 

0401cに規定する取扱いに係る対象労働者は、0202に掲げる対象労働者のうち、特困コース支給要

領0202ヨに規定する者を除くものである。 

 

0403c 雇入登録届の提出 

イ 対象有料・無料職業紹介事業者等は、その紹介により0402cの対象労働者が当該紹介に係る事業

主に雇い入れられたときは、紹介地管轄労働局に雇入登録届及び「職業紹介時における対象労働者

の状況等確認書」（「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」例示様式第11号）（対象労

働者が氷河期コースに係る場合に限る。以下同じ。）を提出する。 

ロ 雇入登録届は、当該対象労働者が雇い入れられた日から起算して１か月以内に提出するものと

する。 

ハ 紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、所要の項目に記載が行われていること

を確認するとともに、対象労働者の紹介を行った対象有料・無料職業紹介事業者等に対して、事業

主が支給申請書に添付することとされている職業紹介証明書を発行しなければならないこととさ

れている旨を伝える。 

 

0404c 対象労働者が紹介により雇い入れられたこと等の確認 

イ 対象有料・無料職業紹介事業者等からの提出であることの確認 

紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、対象有料・無料職業紹介事業者等から

の提出であることを確認する。 

ロ 対象労働者の確認 

紹介地管轄労働局は、紹介を受け就職した者について、雇入登録届に記載された氏名、生年月日

等に誤りのないことを確認するとともに、対象労働者に該当することが対象有料・無料職業紹介事

業者等により証明されていることを確認する。 

ハ 紹介により就職したことの確認 

紹介地管轄労働局は、求人申込日、求職申込日、紹介日及び雇用年月日の記載に誤りのないこと

を確認するとともに、記載事項について誤りのない旨を対象有料・無料職業紹介事業者等が証明し

ていることを確認する。 
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0405c 計画書の提出  

    成長コースの支給を受けようとする事業主は、対象労働者の雇入れ日から起算して１か月以内に、 

紹介地管轄労働局に計画書等を提出しなければならない。 

 

0406c 紹介地管轄労働局における計画書の受理  

紹介地管轄労働局は、計画書等が提出された場合、計画書に受理印を付して受け付ける。 

 

0407c 雇入登録及び管轄労働局への通知 

紹介地管轄労働局は、対象有料・無料職業紹介事業者等から提出された雇入登録届の記載内容の確

認を行った後、対象労働者種別が同一の特開金基本６コースのいずれかとして、当該雇入登録届をシ

ステムに入力することにより雇入登録を行い、管轄労働局に対してシステムによりその旨通知する。

また、対象労働者の雇入れ日から起算して１か月経過後に、当該管轄労働局に対象労働者に係る計画

書等、求人及び求職に係る情報が確認できるデータ（写）並びに「職業紹介時における対象労働者の

状況等確認書」を送付する。 

なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出す

ることにより事業所番号を取得していないときは、提出された雇入登録届をシステムに入力せずに、

管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録届の入力は、雇入れに係る事業所より雇用保

険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管轄労働

局において行う。 

 

0408c 管轄労働局における計画書の審査 

   管轄労働局は、紹介地管轄労働局から計画書等が送付された場合、記載漏れ等の形式的な不備がな

いことのほか、以下のイ及びロについて確認したうえで、計画書に受理印を付して受け付ける。この

場合、システム上修正することにより、成長コースとしての雇入登録を行う。 

イ 対象労働者に従事させる業務が成長分野等の業務であること 

  ロ 対象労働者にいずれかの雇用管理改善又は職業能力開発に係る制度を適用させる計画となってい

ること 

   計画書に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて事業主に補正を求め、指定された

期限までに当該事業主が補正を行わない場合、管轄労働局長は当該事業主に対して１か月以内に補正

を行うよう書面で求める。それにもかかわらず指定された期限までに当該事業主が補正を行わない場

合、「第１ 共通要領」0301ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画書の認定を行わない。 

不備の補正がされない又は上記イ若しくはロに該当しない等として計画書を不認定とした場合、不

認定通知書により、対象労働者の雇入れ日から起算して６か月以内に、当該事業主に通知する。 
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0500 制度周知文・非該当案内の送付 

0501 概要 

対象労働者を雇い入れた事業主に対しては、雇入れ日時点における支給要件等の確認を行い、成長

コースの支給対象となる事業主であること、支給要件のうち該当しないものがないことを確認して、

管轄労働局より制度周知文を送付する。 

制度周知文の送付を行った事業主に対しては、支給申請書（0601イに規定する第１期支給申請書及

び「特定求職者雇用開発助成金第２・３・４・５・６期支給申請書（様式第４号）」をいう。以下同

じ。）及び受理印を付した計画書の写し並びに報告書を交付するとともに、支給申請書に添付するこ

とが必要な書類、支給申請期間等の必要事項を周知する。 

また、対象労働者を雇い入れた事業主であっても、雇入れ日時点において成長コースの支給対象と

ならない事業主又は当該対象労働者に関して支給要件のいずれかに該当しないことが明らかとなって

いる事業主に対しては、必要に応じて非該当案内を送付する。 

なお、対象労働者がトライアル雇用労働者の場合は、当該対象労働者が継続雇用に移行したことを

確認してから、雇入れ日時点における支給要件等の確認を行い、成長コースの支給対象となる事業主

であること、支給要件のうち該当しないものがないことを確認して、管轄労働局より制度周知文を送

付するとともに、第１期支給対象期の支給が行われないことを周知する。 

 

0502 支給対象事業主の把握 

イ その管轄区域に所在する事業所に関して0400の雇入登録が行われた管轄労働局は、システムに

照会すること又は関係書類の送付を受けることにより、これを把握する。 

ロ また、事業所番号を取得していない事業所が対象労働者を雇い入れた旨の通知を受けた場合に

は、雇用保険担当部署と連携を図り、成長コースの対象となり得るものについて管轄労働局にお

いて雇入登録又は雇入登録届の入力を行う。 

 

0503 支給対象事業主であるか否か及び支給要件の確認 

雇入登録が行われた事業主について、制度周知文の送付に先立って、支給対象となる事業主に該当

しないもの及びその時点で既に支給要件を満たさない事業主でないことを確認する。 

具体的には、対象労働者種別が同一の特開金基本６コース支給要領0503により確認する。 

 

0504 制度周知文・非該当案内の送付及び支給申請書の交付 

0503に該当する事業主に対して制度周知文を送付し、支給申請書を交付する。また、0503に該当し

ない事業主に対しては、必要に応じて該当しない理由を記載した非該当案内を送付する。 

制度周知文及び非該当案内は、原則として、0503の確認を行った際にシステムにより印字されるも

のを使用することにより送付することとし、「事業所宛名シール」を活用して行う。 

 

0505 支給申請期間及び支給申請手続の案内 

0504において制度周知文を送付する事業主に対しては、支給申請期間、支給申請に当たって添付す

べき書類（0600参照）、支給申請書の記載方法について周知するとともに、事前に成長コースの支給

決定に係る主な要件のほか、賃金台帳等に基本賃金とその他の諸手当とを区分して記載すること、対

象労働者についての出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類及び事業所の労働者の離職状況
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を明らかにする労働者名簿等の書類を整備し、保管すること等について事前に指導を行う。また、成

長コースに係る提出書類には、対象労働者の氏名、生年月日、住所等の個人情報が含まれることから、

事業主が個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第５項に規定する個人情報取扱

事業者である場合には、同法に則って個人情報を取り扱うよう注意喚起すること。 

具体的には、制度周知文に所要の事項を記載し、「特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保

・育成コース及び対象労働者種別が同一の特開金基本６コースのもの）の申請にあたって」（リーフ

レット）を併せて送付すること等により行う。 

 

0506 制度周知文及び非該当案内送付事業所の把握等 

イ 管轄労働局は、システムにより制度周知文及び非該当案内を送付した事業所を把握する。 

ロ 制度周知文の送付に係る事業所に対して支給申請期間前に、又は必要な手続を行っていない

事業所について支給申請期間中に、必要に応じて当該一覧を活用し、申請案内を送付する等に

より支給申請期間内に手続すべきことを通知することができる。 

 

0507 第２期、第３期、第４期、第５期又は第６期の支給申請期間の周知 

第２期、第３期、第４期、第５期又は第６期の成長コースの支給申請期間の周知は、第１期、第２

期、第３期、第４期又は第５期の成長コースの支給決定通知書の送付に併せて行う。また、第１期

の支給申請期間中と同様に、必要に応じて、申請案内を送付等する。 
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0600 支給申請 

0601 支給申請書の提出 

イ 原則 

成長コースの支給を受けようとする事業主は、対象労働者に係る支給対象期が経過するごと

に、当該支給対象期分の成長コースについて、当該支給対象期の末日の翌日から起算して２か月

以内に、「特定求職者雇用開発助成金第１期支給申請書（様式第３号）」（以下「第１期支給申

請書」という。）又は「特定求職者雇用開発助成金第２・３・４・５・６期支給申請書（様式第

４号）」のいずれかを管轄労働局長に提出しなければならない。 

なお、成長コース又は対象労働者種別が同一の特開金基本６コースの第１期の支給申請を行っ

ていない事業主が、第２期以降の支給申請を行う場合は、雇入れ日時点で支給要件を満たしてい

るかの確認が必要であることから、支給申請が初回である場合に限って第１期支給申請書を提出

することとする（対象労働者がトライアル雇用労働者の場合も同様。）。 

ロ 他の助成金等の支給対象事業主の取扱い 

併給調整（「第１ 共通要領」0305参照）の対象となる他の助成金等を選択し、支給申請した

ものの支給決定に至らなかった場合は、それが初回の支給申請であるものに限り成長コースの支

給を受けることができることとするが、この場合において成長コースの支給を受けようとする事

業主は、通常の場合と同様に、成長コースの第１期の支給申請を行わなければならない。 

ただし、既に支給対象期を経過している場合については、支給決定に至らなかったと事業主が

知ったことを管轄労働局が確認した日の翌日から起算して２か月以内に成長コースの第１期の支

給申請を行わなければならない。 

 

0602 添付書類等 

支給申請書を提出する事業主は、支給・不支給の決定に係る審査に管轄労働局長が必要と認める書

類等を管轄労働局の求めに応じ提出又は提示しなければならない。 

ただし、対象労働者の労働時間及び対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が手当ごとに

区分された賃金台帳又はその写し、及び、「対象労働者雇用状況等申立書（様式第５号）」（以下「申

立書」という。）に関して、支給申請時点において、賃金支払日が到達していない支給対象期におけ

る労働に対する賃金がある場合には、賃金支払日が到達しているものであって、支払が完了した賃金

のみが記載された賃金台帳（又はその写し）及び申立書を、支給申請時に提出又は提示して差し支え

ないこととする。 

この場合において、不足分の賃金台帳（又はその写し）及び申立書は、賃金支払日が到達し、実際

に支払いが完了した後、速やかに提出又は提示することができることとする。 

なお、対象労働者に係る初回の支給申請時に提出済の書類については、内容に変更がない場合、２

回目以降の支給申請時に添付を省略して差し支えないこととする。 

イ 必須の添付書類 

(ｲ) 対象労働者種別が同一の特開金基本６コース支給要領0602イに規定する書類 

 ただし、雇入れ日において対象労働者であることを証明するための特困コース支給要領0602イ（表

-５）に掲げる書類のうち、以下の対象労働者については、次の（表-４）のとおりとする。 
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（表-４） 

①身体障害者 

 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下同じ。）第15条第４項の規定に基づき

交付を受けた身体障害者手帳（写）であって対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確

認できるもの。 

なお、身体障害者手帳を所持しない者は、当分の間、次のイ及びロによる医師の診断書

・意見書（写）であって対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確認できるもの 

イ 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師（以下「指定医」

という。）又は労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下同じ。）第13条に規定する

産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（

ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイル

スによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。）を受け

ること 

ロ イの診断書は、障害の種類及び程度並びに障害者雇用促進法別表に掲げる障害に該

当する旨を記載したものとすること  

②重度身体障害者 

 

身体障害者手帳（写）であって、対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確認できる

もの。なお、身体障害者手帳を所持しない者は「①身体障害者」と同様に取り扱う。 

③精神障害者 

 

精神保健福祉法第45条第２項の規定に基づき、交付を受けた精神障害者保健福祉手帳（

写）又は主治医の診断書・意見書（原本又は写し）であって対象労働者の氏名が確認でき

るもの（統合失調症、そううつ病又はてんかん以外の精神障害がある者については、上記

のうち精神障害者保健福祉手帳（写）に限る。）。 

  なお、上記（表―４）の①～③に該当する者について、既に特困コースの支給決定を受けた支

給対象期間がある場合は、特困コースの支給決定をもって成長コースの対象労働者であることを

確認することとし、上記（表－４）に掲げる書類は不要とする。 

 (ﾛ) 報告書 

(ﾊ) （雇用管理改善に係る制度を対象労働者に適用した場合）いずれかの雇用管理改善を対象労 

働者に適用したことが確認できる書類 

   例えば、就業規則、労働協約その他いずれかの雇用管理改善に係る制度が導入されている

ことが記載された書類等 

(ﾆ)（提出済の計画書の内容を変更した場合）変更後の内容を記載した計画書等 

ロ 必要に応じて支給申請書に添付する書類 

対象労働者種別が同一の特開金基本６コース支給要領0602ロに規定する書類 
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0700 支給要件の確認 

0701 概要 

支給申請書の提出を受けた管轄労働局においては、システムで支給申請書を受理し、特に、次の点

に留意して支給要件の判定を行い、その結果をシステムに入力する。 

支給要件の判定においては、支給申請書記載事項の確認、対象事業主に該当するか否か及び不支給

要件に該当するか否かの判定並びに中小企業事業主に該当するか否か等の支給額の算定に係る事項の

確認を行う。 

支給要件を満たすものと判断されたものについて、さらに成長コースを支給することが適切な事業

主であるか否かを審査した上で、支給又は不支給の決定を行う。また、支給要件を満たさないものと

判定されたものについては、これに基づいて不支給決定を行う。 

なお、0201イ、ロ若しくはハの要件を満たしていないものの、特開金基本６コースの支給要件をす

べて満たしている場合は、対象労働者種別が同一の特開金基本６コースに係る申請があったものとし

て、当該コースにおいて支給決定を行うこと。 

 

0702 対象事業主に該当することの確認 

イ 特開金基本６コースの支給対象事業主であることの確認 

対象労働者種別が同一の特開金基本６コースの支給要領「0702 対象事業主に該当することの

確認」により確認する。 

ロ 対象労働者を成長分野等の業務に従事させていることの確認（0201イ関係） 

報告書により、対象労働者が支給対象期中に従事した主たる業務内容が成長分野等の業務であ

ること及び支給対象期の概ね半分以上当該業務に従事していたことを確認する。 

   ハ 対象労働者について、雇用管理改善又は職業能力開発に係る取組を実施したことの確認（0201

ロ関係） 

  報告書及びいずれかの雇用管理改善に係る制度を対象労働者に適用したことが確認できる書

類により、支給対象期中に対象労働者についていずれかの雇用管理改善又は職業能力開発に係

る取組を実施していることを確認する。 

ニ 管轄労働局の長から計画書に係る不認定を受けていない、かつ、支給申請時に報告書を提出す

る事業主であることの確認（0201ハ関係） 

  報告書等により確認する。 

 

0703 不支給要件に該当しないことの確認 

   対象労働者種別が同一の特開金基本６コースの支給要領「0703 不支給要件に該当しないことの確

認」により確認する。 

 

0704 支給額の算定に係る事項等の確認 

イ 中小企業事業主であるかどうかの確認（0301ロ関係） 

第１期支給申請書の事業主欄に記載された事項から、事業主が中小企業事業主であるか否か確

認することとし、必要に応じ、事業主の各事業所の所在地、対象労働者を雇い入れた日における

資本の額又は出資の総額及び常時雇用する労働者の数に関する資料、事業内容を示すパンフレッ

ト等の提出を求めるものとする。 
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なお、資本金等の額及び常時雇用する労働者の数については、「第１ 共通要領」0502により確

認することとする。 

ロ 対象労働者の区分の確認（0301ロ、0303イ～ハ関係） 

雇用契約書（又はその写し）又は雇入れ通知書（又はその写し）により、１週間の所定労働時

間を確認し、対象労働者の区分が短時間労働者となっていないか等を確認する。この際、雇入れ

時点の労働条件から、１週間の所定労働時間が変更されている可能性がある場合には、事業主に

雇用契約が変更されているか否かを確認するため、必要に応じ事業主に関係書類を提出させ、１

週間の所定労働時間を確認する。 

この確認により、支給対象期の途中で対象労働者の区分が変更されていることを確認した場合

は、0303イの適用により支給額を算定するものとする。 

また、支給対象期の途中で対象労働者が一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなっているこ

とを確認した場合には、0303ロ（対象労働者が氷河期コースに係る者で、支給対象期の途中で対

象労働者が正規雇用労働者でなくなっていることを確認した場合には、0303ハ）の適用により支

給額を算定するものとする。 

ハ 対象労働者の労働時間の確認（0301ロ、0301ハ関係） 

ロにより、支給対象期において対象労働者の区分が変更されていないこと及び被保険者である

ことを確認した後、雇用契約書（又はその写し）又は雇入れ通知書（又はその写し）、申立書、

賃金台帳（又はその写し）及び出勤簿等（又はその写し）などの書類から、支給対象期における

対象労働者の実労働時間の合計を把握する。その後、0301イの規定により支給額を算定する。 

ニ 対象労働者の労働に対する賃金の確認（0301イ、0301ロ、0301ハ関係） 

（ｲ）原則 

支給額の算定に当たっては、支給対象期における労働に対する賃金が、0301ロ又はハにより算

定した支給額を上回っているか、支給申請時に提出のあった申立書、賃金台帳（又はその写し）

及び出勤簿等（又はその写し）の書類により確認する。また、必要に応じて0301イなお書、0301

ハ(ﾛ)ただし書への該当の有無を確認する。 

（ﾛ）労働に対する賃金が0301ロ又はハにより算定した支給額を下回っている場合の取扱い 

労働に対する賃金が0301ロ又はハにより算定した支給額を下回っている場合には、0301イま

た書の規定により、事業主が支払った支給対象期の労働に対する賃金の額を上限額として支給

する。 

なお、労働に対する賃金が0301ロ又はハにより算定した支給額を下回っている場合であって、

0602ただし書の規定により、後日提出された申立書及び賃金台帳(又はその写し)がある場合は、

当該賃金台帳に記載された賃金の額を加算の上、労働に対する賃金の総額を算出して支給額と

比較する。0301イなお書及び0301ハ(ﾛ)ただし書についてもこれに準じて取り扱う。 

ホ 対象労働者が最低賃金の減額の特例に係る者であるか等の確認(0301ニ関係) 

     該当の有無を申立書により確認するとともに、労働に対する賃金の額が低い者については、必

要に応じて当該許可を受けた旨を示す書類を提出させて確認する。 

なお、賃金の額の確認については、上記ニと同様に、支給対象期における労働に対する賃金に

より支給額を算定することとなる。 

ヘ 対象労働者の雇用状態の確認（0204ロ関係） 

対象労働者の雇用実績並びに0204（表-１）に定める助成対象期間が経過する日前に、当該対象

労働者が雇用されなくなった場合における離職日及びその理由については、支給申請書の記載事
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項、申立書の記載又は対象労働者が特困コース若しくは生開コースに係る者の場合は「特定求職

者雇用開発助成金離職割合除外申立書（就労継続支援Ａ型事業）（様式第８号）」の記載（必要

に応じて、当該事業主における雇用保険の資格喪失に関する関係書類）により確認する。ただし、

確認が困難なときは、必要な書類の提出又は提示を求めるとともに事業主から事情聴取を行い、

又は必要な調査を行う。 

 

0705 システムへの入力 

0702、0703及び0704により支給要件の判定を行った後、これらの項目ごとに判定の結果をシステム

に入力する。  
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0800 支給決定 

0801 概要 

管轄労働局長は、支給要件を満たすものと判定された事業主について、成長コースを支給すること

が適切であるか否かを判断して支給決定を行う。 

なお、0201イ、ロ若しくはハの要件を満たしていないものの、特開金基本６コースの支給要件をす

べて満たしている場合は、対象労働者種別が同一の特開金基本６コースに係る申請があったものとし

て、当該コースにおいて支給決定を行うこと。 

 

0802 支給額の算定 

所要事項が記載された支給申請書をシステムに入力することにより支給額の算定を行う。 

 

0803 支給決定に係る事務処理 

管轄労働局長は、支給申請書の記載欄に所要事項を記入し、成長コースの支給又は不支給を決定し

たときは、システムで支給・不支給決定処理をした後、事業主に対し、当該処理後に出力される特定

求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）第１期支給決定通知書、第２期支給決定通

知書、第３期支給決定通知書、第４期支給決定通知書、第５期支給決定通知書又は第６期支給決定通

知書のいずれかにより通知するものとする（不支給の決定処理をした場合は、それぞれ支給決定通知

書を不支給決定通知書と読み替えるものとする）。なお、0801なお書きの場合は、対象労働者種別が

同一の特開金基本６コースに係る支給決定通知書により通知するものとする。 

その他、第１共通要領の0801により支給決定の取消を行う場合は、システムより出力される支給決

定取消通知書及び「特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）返還通知書」（様

式第10号成）により当該事業主に通知する。 
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0900 雑則 

0901 財源区分 

成長コースの財源は、労働保険特別会計雇用勘定が負担する。 
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1000 委任 

1001 安定所長への業務の委任 

当分の間、紹介地管轄労働局長は、0400a及び0400 cに係る業務の全部又は一部を、管轄労働局長

は、0400a、0400c 、0500、0600及び0700に係る業務の全部又は一部を、その指揮監督する安定所長

に行わせることができることとする。 
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1100 附則 

1101 施行期日 

イ 令和４年３月31日職発0331第55号、雇均発0331第12号、開発0331第44号「雇用安定事業の実施

等について」は、令和４年４月１日から施行する。 

 

1102 経過措置 

イ 令和４年４月１日から令和４年５月31日までの雇入れに係る計画書等については、0404a、

0404b及び0405cの規定に関わらず令和４年７月31日まで提出することができることとする。 

 

【参考】様式一覧 

(a) 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録票（様式第１号） 

(b) 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届（様式第２号） 

(c) 特定求職者雇用開発助成金第１期支給申請書（様式第３号） 

(d) 特定求職者雇用開発助成金第２･３･４･５･６期支給申請書（様式第４号） 

(e) 対象労働者雇用状況等申立書（様式第５号） 

(f) 特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）返還通知書（様式第 10号成） 

(g) 特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）実施計画書（様式第 13号成） 

(h) 特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）実施計画不認定通知書（様式第 14

号成） 

  (i) 特定求職者雇用開発助成金（成長分野人材確保・育成コース）実施結果報告書（様式第 15号成） 


